
（つむぎ）」と聞いてどんなもの
を思い浮かべますか？　「布の
種類？」「着物かな？」̶ ̶そ

んな方も多いかもしれません。紬は、生
糸に使えない蚕の繭（まゆ）をほぐして
真綿にし、そこから紡いだ糸を染めて織
り上げた布です。農家が養蚕を行ってい
た時代には、日本各地で織られていま

した。茨城・栃木の結城紬、鹿児島の
大島紬などが代表的な産地として知られ
ていますが、地域ごとに技法や素材、
用途が異なり、それぞれに独自の魅力
があります。
　本来の紬は絹織物ですが、現代では
綿や麻などの素材で紬の風合いに似た織
物も紬と呼んでいます。今回は、笛吹市
の南に接する富士河口湖町大石地区で生
まれた甲州大石紬と、浜松市で育まれて
きた遠州綿紬、二つの紬をご紹介します。
　甲州大石紬は山梨県の郷土伝統工芸
品です。大石地区は湖が増水しやすい土
地だったため、住民は山の斜面に桑を植
え、養蚕と絹織物を生活の柱にしてきま

した。江戸時代から伝わる紬の製法は
明治・大正時代に改良され、地域の手
仕事として受け継がれています。繭から
糸をつむぎ、織り上げるまで、そのほと
んどの工程が今も職人の手によるもの。
絹の滑らかさと紬のしっかりとした質

感を併せ持ち、軽く柔らかく、他の紬

にはない風合いが魅力です。現在では
職人の数が減り、「幻の紬」と呼ばれる
希少な紬です。
　一方、遠州の紬の特徴は、文字通り
“綿” で織られていること。遠州地方は
温暖な気候と豊かな水に恵まれ、かつ
ては綿花の栽培が盛んでした。江戸時
代になると、農家が副業として綿織物を
手がけるようになり、やがて一大産業に
発展していきます。現在では規模こそ縮
小したものの、数少ない織元が昔ながら
の技法とものづくりの心を守り続けてい
ます。貴重なシャトル織機と職人の手仕
事を組み合わせ、時間をかけて丁寧に
織り上げていくのです。素朴な縞模様と
やさしい色合いは、浜松の四季のうつろ

いを映したもの。使うほどにやわらか

さが増し、肌になじむ風合いへ変化し

ていくそうです。

　甲州大石紬と遠州綿紬、それぞれの
紬には歴史や風土が織り込まれていま
す。小物や日用品も豊富なので、身近
なかたちで取り入れると、日常のなかで
その土地のぬくもりを感じられるかもし
れません。



回のコラムでは、一般廃棄物と
産業廃棄物の区分について記
載しましたが、今回はこれらの

廃棄物の処理について書いてみたいと思
います。一般廃棄物と産業廃棄物では大
きな違いがありますので、まず今回は一
般廃棄物のうち、家庭ごみに特化して書
いてみます。
　一般廃棄物の代表格は、「家庭ごみ」
です。家庭ごみの処理といっても、各家
庭で法規定を満たす適正な処理を完結さ
せることは到底不可能ですから、必然的
に居住する自治体にお願いして処理を行
うことになります。各家庭には浜松市から
「分別収集カレンダー」が配布されていま
すので、それに従い「可燃ごみ」「不燃
ごみ」「プラスチック製容器包装」「ビン・
缶・ペットボトル」「特定品目」に分類し
たうえで、収集指定日に指定のごみ集積
場に排出します。この段階で、廃棄物は
排出者の手を離れますので、ここから先
が一般廃棄物の処理委託ということにな
ります。委託先は、浜松市となり、各集
積場を巡回しての収集運搬業務、焼却施
設や埋立施設においての処分業務が市税

を投入して行われます。もっとも、実際の
業務は市から委託を受けた民間業者が中
心となって行うことになりますが、市は直
営業務の部分はもちろん、委託業務につ
いても統括的責任を負う中で家庭ごみの
処理が行われます。
　通常はこのような形で家庭ごみの処理
が行われますが、例外的に家の中の片付
けをして発生した大量のごみ、引っ越しに
伴い発生したごみ、日曜大工で発生した
残材などごみ集積場に排出できない場合
もあります。このような場合、皆さんは、
どのような方法でそれを片付けています
か。過去には、庭先に穴を掘って野外焼
却するというケースも間々見かけました
が、法律改正によりこのような「野焼き行
為」は全面禁止となりました。そのため、
取り得る方法は、市の受入施設へ持ち込
むということに限定されます。その際、軽
トラックやバンなど、受入施設までの運搬
手段があれば他人にお願いしなくても受
入施設への搬入は可能ですが、それがで
きないときは、他者にお願いして運搬を
行わなければなりません。そこで知って
おかなければならない法律規定が「一般

廃棄物収集運搬業許可」の制度です。こ

の場合のように、廃棄物の運搬を他者に

委託するときは、居住する自治体の首長

からこの許可を取得している者にのみ委

託が可能となります。「分別収集カレン
ダー」もしくは市ホームページで許可業者
を調べ、直接連絡していただき、運搬を
依頼してください。当然ですが、有料と
なることはご承知おきください。
　許可業者が受託収集した廃棄物は、集
積所に排出された家庭ごみの持ち込み先
と同じ処理施設に運搬され、焼却、破砕、
埋立等の処分が行われます。
(鎌田環境コンサルタント 鎌田俊己さん)


